
 

廃第１５８８号－３  

令和７年３月４日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長       

（公印省略）      

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県千葉市若葉区大草町２８８番地の２ 

株式会社ダイコウ（代表取締役 小川 貢司） 
（法人番号３０４０００１０１３８２０） 

許 可 の 番 号 第０１２００１９２９５７号 

処 分 の 年 月 日 令和７年３月４日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

株式会社ダイコウは、破産手続開始の決定を受けたことに

より、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条第５項

第４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の３の２

第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



 

廃第１５８９号－３  

令和７年３月４日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長       

（公印省略）      

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県千葉市稲毛区小仲台六丁目１４番４号 

サン稲毛ビル３０１号室 

トラストワン株式会社（代表取締役 村松 浩二） 
（法人番号６０４０００１１１８４５１） 

許 可 の 番 号 第０１２００２２８１８２号 

処 分 の 年 月 日 令和７年３月４日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

トラストワン株式会社は、破産手続開始の決定を受けたこ

とにより、法第１４条第５項第２号イで規定する法第７条第

５項第４号ロに該当するに至ったことから、法第１４条の３

の２第１項第４号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 



 

廃 第 １ ６ ８ ８ 号 － ３  

令和７年３月４日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長       

（公印省略）      

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

東京都足立区西保木間二丁目１９番１６号 

株式会社佳楽興業（代表取締役 中村 裕太） 

（法人番号７０１１８０１０３４２２０） 

許 可 の 番 号 第０１２００２２１４８６号 

処 分 の 年 月 日 令和７年３月４日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社佳楽興業の役員は、法第２５条第１項第１５号の

規定により罰金刑に処せられた。 

 このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニ  

（同号イ（法第７条第５項第４号ニ（法第２５条から第２７

条までの規定により刑に処せられたことによる場合に限

る。）に係るものに限る。）に係るものに限る。）に該当する

に至ったことから、法第１４条の３の２第１項第２号に該当

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 


